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平成 22 年 11 月 10 日 

各 位 

                     会社名 株式会社 東栄リーファーライン 

（URL http://www.toeireefer.co.jp） 

                      代表者名 代表取締役社長 河合 弘文 

（JASDAQ・コード番号 9133） 

                      問い合わせ先 専務取締役  山口 豊 

（TEL03-5476-2085） 

 

単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 11 月 10 日開催の取締役会において、会社法第 195 条第 1 項の規定に

基づき、単元株式数の変更および定款の一部変更について決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1．最近の投資単位の状況および変更の理由 

（1）最近の投資単位の状況 

  ①最近事業年度の末日における最終価格を 

もとに算出した 1 売買単位当たりの価格      324,000 円 

 

②最近事業年度における日々の最終価格を 

もとに算出した 1 売買単位当たりの価格の平均   311,000 円 

 

  ※最近事業年度の末日における単元株式数     1,000 株 

 

（2）変更の理由 

   投資を行いやすい環境を整え、投資家層の投資機会を拡大し、当社株式の流動性を

高めるため、定款を変更して当社株式の投資単位を引き下げるものです。 

 

2．変更の内容 

 単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。 
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3．変更予定日（効力発生日） 

 平成 23 年 1 月 4 日（火曜日） 

 

4．定款の一部変更について 

（1）変更の理由 

   上記単元株式数の変更に伴うものです。 

（2）変更の内容 

変更前の定款（抜粋） 変更後の定款（抜粋） 

（単元株式数） 
第７条 当会社の１単元の株式の数は、

1,000 株とする。 

 

（新 設） 

（単元株式数） 
第７条 当会社の１単元の株式の数は、100

株とする。 

 

附則 

（単元株式数に関する経過措置） 

第 7条の変更は平成23年 1月 4日をもって

その効力を生じるものとし、効力発生まで

は従前どおりとする。 

なお、本附則は、第 7 条の変更の効力発生

後これを削除する。 

（3）効力発生日 

   平成 23 年 1 月 4 日（火曜日） 

 

（ご参考） 

平成 23 年 1 月 4 日をもって、大阪証券取引所における売買単位も 1,000 株から 100 株に

変更されます。 

以上 

 


